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高知県児童福祉審議会運営規程の一部改正（案） 資料 1－1

新 旧 対 照 表

改正後 改正前

第１条 略

第２条 審議会に次の部会を置き、各部会は別表に定める事項を調査審議

する。

（１）社会的養育部会

（２）ひとり親家庭支援・こどもの貧困対策部会

（３）保護育成部会

（４）保育部会

（５）児童虐待検証部会

２ 社会的養育部会に里親委員会とこども支援専門委員会を置き、各委員

会は別表に定める事項を調査審議する。

第３条～第８条 略

附 則

この規程は、昭和 55 年６月 16 日から適用する。

附 則

この規程は、平成 15 年５月 23 日から適用する。

附 則

この規程は、平成 16 年８月６日から適用する。

附 則

この規程は、平成 20 年７月 28 日から適用する。

附 則

この規程は、平成 27 年８月 19 日から適用する。

附 則

この規程は、平成 28 年８月 31 日から適用する。

第１条 略

第２条 審議会に次の部会を置き、各部会は別表に定める事項を調査審議

する。

（１）社会的養育部会

（２）ひとり親家庭部会

（３）保護育成部会

（４）保育部会

（５）児童虐待検証部会

２ 社会的養育部会に里親委員会とこども支援専門委員会を置き、各委員

会は別表に定める事項を調査審議する。

第３条～第８条 略

附 則

この規程は、昭和 55 年６月 16 日から適用する。

附 則

この規程は、平成 15 年５月 23 日から適用する。

附 則

この規程は、平成 16 年８月６日から適用する。

附 則

この規程は、平成 20 年７月 28 日から適用する。

附 則

この規程は、平成 27 年８月 19 日から適用する。

附 則

この規程は、平成 28 年８月 31 日から適用する。
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附 則

この規程は、平成 30 年９月 10 日から適用する。

附 則

この規程は、令和３年４月 19 日から適用する。

附 則

この規程は、令和４年８月 18 日から適用する。

附 則

この規程は、令和６年８月 13 日から適用する。

附 則

この規程は、令和 年 月 日から適用する。

別表

附 則

この規程は、平成 30 年９月 10 日から適用する。

附 則

この規程は、令和３年４月 19 日から適用する。

附 則

この規程は、令和４年８月 18 日から適用する。

附 則

この規程は、令和６年８月 13 日から適用する。

別表

部会等名 事項

社会的養

育部会

略

ひとり親

家庭支

援・こど

もの貧困

対策部会

・母子家庭等の福祉に関する事項の調査審議、諮問に対す

る意見

・こどもの貧困対策に関する意見

保護育成

部会

略

部会等名 事項

社会的養

育部会

略

ひとり親

家庭部会

・母子家庭等の福祉に関する事項の調査審議、諮問に対する意

見

保護育成

部会

略



3

保育部会

・保育所の認可に対する意見

・児童福祉施設（保育所に限る。）の設備又は運営が施設

運営基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害と認め

られる施設への事業停止命令に対する意見

・無認可施設（保育所に限る。）への事業停止命令又は施

設閉鎖命令に対する意見

・児童生徒性暴力等を行い保育士登録を取り消された者及

びこれ以外の理由により保育士の登録を取り消された者

のうち、その登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴

力等に該当していたと判明した者の保育士の登録に対す

る意見

・保育所等（保育所、幼保連携型認定こども園、一時預か

り事業、病児保育事業、認可外保育施設、幼稚園、特別

支援学校幼稚部）に通うこどもに対する虐待への措置状

況（事実確認含む。）に対する意見

・虐待の事実確認等に必要と認められる事項の調査審議

児童虐待

検証部会

略

里親委員

会

略

こども支

援専門委

員会

・被措置児童等虐待（高知県が所管行政庁となる事業等で

保育部会において調査審議する事項を除く。）への措置

状況（事実確認含む。）に対する意見

・児童又はその保護者等の意に反する措置入所等に対する

意見

・児童相談所長又は児童養護施設長等による監護措置につ

いて親権者等から不当に妨げる行為があった場合の対応

方針等に係る意見

・児童相談所長又は児童養護施設長等が児童の生命・身体

の安全確保のために親権者等の意に反して行う医療行為

保育部会

・保育所の認可に対する意見

・児童福祉施設（保育所に限る。）の設備又は運営が施設運営

基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害と認められる施

設への事業停止命令に対する意見

・無認可施設（保育所に限る。）への事業停止命令又は施設閉

鎖命令に対する意見

・児童生徒性暴力等を行い保育士登録を取り消された者及びこ

れ以外の理由により保育士の登録を取り消された者のうち、

その登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当し

ていたと判明した者の保育士の登録に対する意見

児童虐待

検証部会

略

里親委員

会

略

こども支

援専門委

員会

・被措置児童等虐待への措置状況（事実確認含む。）に対する

意見

・児童又はその保護者等の意に反する措置入所等に対する意見

・児童相談所長又は児童養護施設長等による監護措置について

親権者等から不当に妨げる行為があった場合の対応方針等に

係る意見

・児童相談所長又は児童養護施設長等が児童の生命・身体の安

全確保のために親権者等の意に反して行う医療行為への同意

に係る意見

・社会的養護に係るこどもからの申立てに対する意見
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への同意に係る意見

・社会的養護に係るこどもからの申立てに対する意見

・その他児童の処遇に関する事項の調査審議

・その他児童の処遇に関する事項の調査審議


